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受講される皆様へ。本研修は、普通徴収（納税通知書を交付して徴収すること

をいいます。）の税目を中心として、地方税の賦課徴収についての基本的な仕組

みを理解していただくことが目的です。 

その骨格となるのは、納税義務の成立と確定、納期限と法定納期限、賦課権と

徴収権、猶予と滞納処分及び書類の送達の５つの項目です。これは、課税担当の

職員、徴収担当職員のいずれの方にも必要な基本的知識です。今日においては、

租税法律主義、法律による行政の原理という近代国家における租税行政のあり

方に関する根本的な原則があります。このため、租税に関する制度はすべて法律

により規定されています（地方税の場合は、厳密に言えば各地方団体の税務条例

なのですが。）本研修は、これらの項目が主要なものとなります。 

一方、高齢化社会の進展とともに「相続」に関する問題案件が増えています。

また、相続とも関係しますが、共有不動産に係る固定資産税の連帯納税義務に関

する問題案件も増えています。後者は市町村の税務行政における特有の問題で

す。前者も道府県税よりも市町村税において多くの問題が発生します。そこで、

本研修においては、この二つの項目も取り上げます。 

これらの項目は、いずれも理論的かつ体系的なものなので、実務経験１年程度

の皆さんには少し難しいかもしれません。私もこのことは十分に承知していま

す。しかし、市町村職員は、一般的には３年から５年程度のローテーションによ

り担当職務を離れざるを得ません。総合行政を担わなければならないこと、市町

村は国や道府県と比べると組織規模が小さいので異なる部門間において人事異

動を行わざるを得ないことからやむを得ないのです。このため、のんびりしてい

ると、これらの基本的事項を理解しないままに３年程度の期間があっという間

に過ぎ去ってしまいます。市町村の場合には、どうしても１年程度の初心者の方

に学んでもらうしかないのです。 

 私は、これまで過去数年に渡り、本研修を担当させていただきました。その際、

振興協会さんから送付された事後のアンケート結果を読みますと、必ずと言っ

てよいほど、「話の内容が初心者には少し難しい」「ボードに書いた文字が判読し

ずらい」旨の記述が数件ありました。私としても、もう少し「ゆとりをもって分

かり易くかつ丁寧に」解説をしたいのですが、時間は二日間に限られています。 

 そこで、今回は、思い切って、「還付等」「守秘義務」「不服申立て等」につい

ての解説を短縮し（テキストの内容は従前と同じにしておきます。）、その時間を

他の項目に振り向けることを検討しています。 



おわりに一言。市町村行政の目的は「福祉とまちづくり」です。皆さんが担当

される地方税の賦課徴収の目的は、その施策のために必要な財源を確保するこ

とです。しかし、課税や徴収の実務取扱い（例えば、減免や猶予、不動産公売等）

においても、常に、このことを念頭に置く必要があると思います。地方税の場合

には、国税とは異なり、「福祉とまちづくり」に彩られた税務行政が求められる

のだと思います。 

以上です。皆さんの市町村行政における今後のご活躍を期待します。頑張って

ください。 
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